
 1

平 成 25 年 ９月 ６日 

金 融 庁 

 

 

平成 25 事務年度 主要行等向け監督方針1 

 

主要行等向けの監督事務の基本的考え方等を体系的に整理した「主要行等向けの総

合的な監督指針」では、監督に当たっての重点事項を明確化するため、事務年度毎に

監督方針を策定・公表することとしている。 

本事務年度においては、下記の通り、「今後の金融監督の基本的考え方」に即し、

①中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮、②リスク管理と

金融システムの安定、③顧客保護と利用者利便の向上の３点を重点分野と捉え、主要

行等との率直かつ深度ある対話に努めつつ、主要行等の監督に当たることとする。ま

た、金融モニタリング基本方針に基づき、オンサイト、オフサイト一体となったモニ

タリングを行っていくことにより、金融機関の実態や課題の把握に努めることとする。 

なお、本監督方針は、平成 25 年９月時点の金融システムを取り巻く情勢等を踏ま

えて作成したものであり、必要に応じ見直すこととする。 

 

 

１.主要行等に求められる役割と今後の金融監督の基本的考え方 

（１）主要行等に求められる役割 

内外の経済情勢や日銀による量的・質的金融緩和等を受けた市場環境の変化も踏

まえつつ、引き続き、適切かつフォワード・ルッキングなリスク管理を行っていく

ことが重要である。その一方で、実体経済活動のためにリスクを果敢にとるのも金

融機関の本来の役割であり、デフレ脱却に向けて、適切なリスク管理の下、目利き

能力やコンサルティング機能を高め、成長分野などへの新規融資を含む積極的な資

金供給を行うとともに、中小企業の経営改善・体質強化の支援を本格化していくこ

とが期待される。また、これと併せて、幅広い家計の安定的な資産形成を支援して

いくことも重要であり、日本版ＩＳＡ（ＮＩＳＡ）をはじめ、新たな個人投資を促

していくことも期待されている。 

以上のような観点を踏まえ、主要行等においては、自らが果たすべき役割を十分

に認識するとともに、急激な社会・経済の変化や国際規制の変更等にも対応するた

め、経営陣が責任ある経営判断を迅速に行う重要性が増している。同時に、各種の

リスクを的確に把握した上で、５～10 年後を見据えた中長期の経営戦略を検討する

ことが重要である。 

また、主要行等が持株会社を中心とした適切なガバナンス態勢を構築しながら、

銀・信・証のグループ一体で事業活動を行うことは、グループ全体のシナジー効果

                                                  
1 ここで「主要行等」とは、いわゆる主要行及び新生銀行、あおぞら銀行、シティバンク銀行、ゆう

ちょ銀行を指す。 
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を高めることにつながるほか、グループ内の、様々な事象に起因する潜在的な問題

を一元的に把握し的確に対処するという観点から重要である。このため、各主要行

等及びこれを傘下とする持株会社においては、持株会社を中心としたグループ一体

の適切なガバナンス態勢を構築しつつ、内外の経済動向や国際的な規制動向などが

自社グループ、ひいては金融システムに与える影響にも配意して的確にリスク管理

を行っていくとともに、グループ全体での中長期の経営戦略を策定することが必要

である。 

 

（２）監督当局の取組姿勢等 

こうした状況の中、監督当局においても、各主要行等が経営陣による適切なリー

ダーシップの下、ガバナンスやリスク管理態勢等の整備を行うとともに、自行のビ

ジネスモデルの持続可能性などに関しても適切な検証を行い、資本政策も含めた短

期及び中長期の経営戦略を描くことができているかについて確認し、必要に応じて

経営陣と議論を行うとともに、更なる検討を促していく。 

本事務年度の金融監督に当たっては、ベター・レギュレーション（金融機関との

率直かつ深度ある対話、対外的な情報発信、内外の経済金融情勢に関する情報の共

有・連携、行政対応の透明性・予測可能性の向上等）の一層の深化を図ることを基

本に、引き続き、以下のような取組姿勢で臨むこととする。 

金融行政においては、規制だけで対応しようとすると規制の歪みや過剰規制を招

き、実体経済にも悪影響を及ぼしかねないことも踏まえ、金融機関の自己規律の向

上と監督当局の監督能力の向上を前提に、中長期的に規制コストを低減させつつよ

り質の高い監督行政を目指していく。 

 

① リスク感応度の高い行政 

現在考え得るリスクに的確に対応していくため、マクロ経済、金融資本市場の

動向をより深く把握した上で、それらが金融機関の健全性等に与える影響につい

て認識・分析を深め、個々の金融機関や金融システムに蓄積するリスクをフォワ

ード・ルッキングに特定・把握する。また、モニタリングのオンサイト・オフサ

イトの一体化の推進等により、リスクの早期把握に努める。 

金融サービスの根幹であるシステムについては、問題が生じた場合に国民生

活・経済に大きな影響を与えることを踏まえ、平時より、障害発生時のリスク管

理態勢のあり方等について、各金融機関に自主点検を促し、当局としても感度を

高めてモニタリングすることが重要である。加えて、不測の事態が発生した場合

にも金融機能の維持・確保を図るためには、東日本大震災等の経験やこれまでの

システム障害の実例等も踏まえ、金融機関の業務継続計画において主要なリスク

を十分に想定し、必要な計画の見直し・訓練の実施を行っているか等について確

認することも重要である。 

 

② 国民の目線・利用者の立場に立った行政 

顧客保護や利用者利便の一層の向上に向け、国民の目線・利用者の立場に立っ
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た行政対応に努める。 

 

③ 将来を見据えた行政 

短期的な対応にとどまらず、国際的議論の動向も十分把握しつつ、環境変化を

展望するとともに、我が国金融機関が抱える共通の構造的課題（本業による収益

力の強化等）も念頭に置きつつ、中長期的な対応も並行して行う、将来を見据え

た行政対応に努める。 

 

④ 金融機関の自主的な経営改善・経営判断に資する行政 

   金融機関との率直かつ深度ある対話や情報発信等を通じ金融機関の自主的な

経営改善・経営判断に資する行政対応に努める。とりわけ、各金融機関における

金融仲介機能の発揮、リスク管理や顧客保護・利用者利便の向上等に係る先進的

な取組みを、意見交換等を通じて他の金融機関にも紹介する等により、金融業界

全体のレベルの向上につなげるよう努める。 

 

  また、監督に当たっては、このような取組姿勢に加えて、以下の点にも留意する。 

・金融機関、金融システムが抱えるリスクを速やかかつ的確に把握し、迅速な行政

対応を可能とするため、マクロ・プルーデンスの視点も踏まえつつ、検査部局と

連携してオンサイト・オフサイト一体となったモニタリングを充実・強化する。

また、証券取引等監視委員会及び日本銀行と一層緊密な連携を図るほか、多国間

監督カレッジ等を通じた海外当局との連携や、国際基準設定主体への積極的な貢

献、日本公認会計士協会等との積極的な情報交換に努める。 

・システム上重要な金融機関に対する監督手法の高度化について国際的な議論が行

われていること等を踏まえて、不断に監督手法の高度化に取り組んでいくととも

に、必要に応じて、大規模で複雑な業務を行う金融グループに対し監督上求める

べき事項等を更に明確化していくことも検討する。 

・報告や提出資料の必要性について年一回定期的な点検を行うなど、金融機関の負

担軽減にも配意する。 

・専門的人材の育成・確保や研修の充実、海外監督当局との人材交流などを通じ、

職員の資質向上に取り組む。 

 

 

２.中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮 

  日本経済がデフレから脱却し、力強い成長を実現していくため、金融機関には、

顧客企業と向き合い、顧客企業の経営改善や事業再生に向けた支援のみならず、適

切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、顧客企業の育

成・成長を強力に後押しするという金融機関が本来果たすべき役割を一層発揮して

いくことが求められている。 

  このため、平成 25 年６月に閣議決定された「日本再興戦略」等も踏まえながら、

金融機関における顧客企業の経営改善、事業再生、育成・成長につながる新規融資
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に関する積極的な取組みを促していくことが重要である。 

  上記を踏まえ、本事務年度においては、主要行等における金融仲介機能の発揮状

況について、以下の観点から監督を行う。 

 

（１）東日本大震災に対する金融面からの対応 

各金融機関において、被災者の実情に応じて、貸付条件の変更等の相談や申込み

に適切に対応しているか等を確認するとともに、いわゆる二重債務問題への対応の

一環として平成 23 年７月に策定された個人債務者の私的整理に関するガイドライ

ン等に基づき、債務者からの相談・申出に、迅速かつ的確に対応しているか（特に

被災者の状況を一層きめ細かく把握し、個々の債務者の立場に立って何が最適な解

決策かを十分吟味した上で、金融機関側から債務者に対してガイドラインの利用を

積極的に働きかけるなど、より能動的な対応を行っているか）も注視する。 

また、復興需要が本格化する中で、復旧・復興、被災者の生活・事業の再建に向

けた資金需要に適切に応えているかについても確認する。 

 

（２）成長可能性を重視した金融機関の新規融資等の取組みの促進 

  主要行等における顧客企業の経営改善、事業再生、育成・成長につながる新規融

資に関する取組みの状況について、例えば以下のような着眼点に基づき重点的に検

証することにより、主要行等による新規融資の積極的な取組みを促していく。 

① 新規融資（特に中小企業・小規模事業者向け融資）について、どのような経営

方針の下で積極的に取り組んでいるか。当該経営方針を営業の第一線に対してど

のように周知徹底しているか。 

② 今後期待される景気回復局面における新たな資金需要の見通しについて分析

を行い、当該分析結果に基づき融資の方針等を立てているか。 

③ 新規需要の高まりが期待できる事業分野や地域について、定期的に分析を行い、

当該分析結果に基づき新規融資の戦略・方針・具体的な目標等を立てているか。 

④ 資金需要の掘り起こしに当たって、具体的にどのような工夫・取組みを行って

いるか。 

⑤ 貸付条件の変更等を行った債務者についても、債務者の実態を十分に把握した

上で、新規融資に積極的に取り組んでいるか。仮に謝絶する場合には、その理由

を具体的に明示しているか。また、貸付条件の変更等の履歴があることのみをも

って、新規融資の相談・申込みを謝絶していないか。 

⑥ 顧客企業のライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮（販路開拓支

援・海外進出支援等）を新規融資に結びつけるため、具体的にどのような工夫・

取組みを行っているか。 

⑦ 新規融資を行う際に、不動産担保や保証（信用保証協会保証、個人保証）を求

めるのは、どのような場合か。 

⑧ ＡＢＬ（電子記録債権の活用を含む）など、不動産担保や保証に依存しない融

資の推進や資本性借入金の活用に当たって、具体的にどのような工夫・取組みを

行っているか。 
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⑨ 新規融資についてどのような審査基準に基づき審査を行っているか。特に中小

企業・小規模事業者向け融資の審査に当たって、具体的にどのような工夫・取組

みを行っているか。 

⑩ スコアリングによる定量面（Ｐ／Ｌ、Ｂ／Ｓ）の審査に偏重することのないよ

うにするため、具体的にどのような工夫（定性面の評価等）・取組みを行ってい

るか。 

⑪ 新規融資に関する苦情・相談について、どのような態勢で対応しているか。 

⑫ 業績評価や人事評価に当たって、新規融資の取組みを勘案しているか。 

⑬ 新規融資の取組み、預貸率を含む金融機関のポートフォリオの状況等について、

どのように分析し、情報開示を行っているか。 

 

主要行等においては、自らの役割を認識し、例えば、企業の海外進出支援、エク

イティの供給等を通じた創業・新事業の立上げ支援、プロジェクトファイナンスを

通じたインフラ整備に対する支援など、主要行等に期待されている、他の業態には

ない高度な金融商品・サービスの提供を行っていくことが重要である。 

こうした観点から、主要行等が、中長期的な収益力の向上に向けた経営戦略を持

ちながら、例えば、以下のような取組みを主体的に行っているかについて確認する。

その際、グループ全体でのシナジー効果が十分発揮されているかについても確認す

る。 

① 投資子会社・エクイティファンド等を活用した創業、新事業の立上げ等による

企業の成長、事業の再生等に対する支援 

② 多様な金融手法（ＤＤＳ（資本性借入金の利用を含む）、ＤＥＳ、ＡＢＬ等）

の積極的な活用 

③ 地域金融機関等と協働しアジアなど海外へ進出する日本企業に十分な金融サ

ービスを提供できる環境の構築、大口海外貸付に係る地域金融機関等との連携強

化 

④ アジアなど海外における非日系も含めた金融サービスの提供強化 

⑤ ＰＰＰ、ＰＦＩ事業への取組み等、プロジェクト・ファイナンスを中心とした

インフラ等へのファイナンスの強化 

⑥ 電子記録債権を活用したサービスの適正な提供 

⑦ ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）や教育資金預金・信託等の新たな顧客ニーズ

に対応したリテール商品の提供 

 

（３）中小企業に対する経営改善支援等 

  本事務年度は、金融機関として、中小企業の経営改善・体質強化の支援を本格化

させる重要な１年と位置付けられる。 

  中小企業金融円滑化法の期限到来に当たり講ぜられた総合的な対策が官民あげ

て強力に推進されている状況に鑑み、各金融機関においては、中小企業の真の意味

での経営改善が図られるよう、他の金融機関や外部専門家等と連携・協力しつつ、

コンサルティング機能を発揮して、経営改善計画の策定支援をはじめとする経営改
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善・事業再生の支援に、これまで以上に積極的に取り組んでいくことが重要である。 

  その際、株式会社地域経済活性化支援機構法の趣旨も踏まえ、地域経済の活性化

及び地域における金融の円滑化などについて、適切かつ積極的な取組みが求められ

ている。 

  なお、中小企業金融円滑化法の終了後も、引き続き、中小企業に対しきめ細やか

に対応し円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努めることが求められている

ことはいうまでもない。 

  今後も、こうした考え方の下、例えば以下のような点などについて確認する。 

① 借手企業の返済能力が改善し、将来の健全な資金需要が拡大していくことを通

じ、金融機関の収益力や財務の健全性の向上も図られるという流れを定着させる

ため、 

ⅰ）借手企業が経営課題を認識した上で、経営改善、事業再生等に向けて自助努

力できるよう、必要に応じ、外部専門家や外部機関（地域経済活性化支援機構、

中小企業再生支援協議会等）、中小企業関係団体、他の金融機関、信用保証協会

等と連携を図りながら、積極的にコンサルティング機能を発揮しているか。 

その際、他の金融機関が事業再生支援を行う場合には、いわゆるバンクミー

ティングを開催する等、積極的に連携・協力するよう努めているか。 

ⅱ）財務面のアドバイスだけでなく、売上げ増加や事業承継といった借手企業の

経営課題について適切なアドバイスや仲介を行っているか。 

② 貸付の条件の変更等を行った中小企業に対して、真に実効性のある経営再建計

画の策定を支援しているか。また、当該計画の進捗状況を定期的にフォローして

いるか。 

③ 株式会社地域経済活性化支援機構法の趣旨を踏まえ、事業者の事業の再生又は

地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合

的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に

資するよう、地域経済活性化支援機構等との連携を図っているか。また、支援を

必要としている小規模・零細事業者まで支援先企業の対象を拡大しているか。 

④ 経営者以外の第三者の個人連帯保証については、これを求めないことを原則と

する融資慣行の確立や、保証履行時の保証人の履行能力等を踏まえた対応に関し、

適切な取組みがなされているか。特に、経営に実質的に関与していない第三者と

例外的に個人連帯保証契約を締結する場合、契約に客観的合理的理由があるか、

契約は契約者本人の自発的意思に基づく申出によるものであって、金融機関から

の慫慂・要求によるものでない旨を書面により確認しているか。 

 

（４）個人向けローンに関する取組み 

① 住宅ローン 

   住宅ローンについては、以下の点に特に留意する。 

・顧客の理解と納得を得るために、将来の金利の変動の可能性を含め住宅ローン

の商品性について適切かつ丁寧な顧客説明に努めることを求めていく。また、

顧客への適切かつ丁寧な説明態勢の構築が図られているかについて確認する。 
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・顧客の将来にわたる無理のない返済を念頭に置きつつ、顧客の経済状況等実態

に応じたきめ細かな融資判断を通じた資金供給の円滑化を促していく。 

・債務者から条件変更等の申し出があった場合に、当該債務者の経済状況等を十

分踏まえた適切な対応を行っているか等について確認する。 

・住宅ローンについてグループ保証会社等が保証している場合（住宅ローン債権

を当該保証会社等が代位弁済により取得した場合を含む。）、当該保証会社にお

いても、適切な対応が図られるよう、指導・協議・要請等を行っているか等に

ついて重点的に確認する。 

 

② 健全な消費者金融市場の形成に向けた取組み 

   中長期的に健全な消費者金融市場を形成する観点から、消費者向け貸付けにつ

いて、銀行による積極的な対応が望まれる。このため、消費者向け貸付けについ

ては、昨事務年度に引き続き、以下の点を念頭に置いた監督に努める。 

・消費者向け貸付けに対するニーズも踏まえ、積極的な対応を行っているか、そ

の実態を把握する。 

・過剰な借入れとならないよう顧客の実態を踏まえた適切な審査体制の構築を促

していく。また、貸付け審査の際に、信用情報機関の情報や信用保証会社の保

証審査を利用する場合であっても、これらの情報等のみに依存することなく、

銀行として債務者の状況を適切に把握するよう促していく。 

 

 

３.リスク管理と金融システムの安定 

  当局としては、引き続き内外の経済・市場動向等を注視しながら、主要行等が直

面するリスクについて、以下に示すマクロ・プルーデンスの視点も踏まえつつ、深

度ある監督を行っていく。併せて、収益力向上のための取組みや、海外戦略も含め

た中長期的な経営戦略について、必要に応じて経営陣と議論を行うとともに、更な

る検討を促していく。 

 

（1）マクロ・プルーデンスの視点に基づく監督 

  主要行等が、適切な経営管理（ガバナンス）の下、強固で包括的なリスク管理を

より徹底していくことは、個別金融機関の財務の健全性や金融システムの安定のた

めに必要であるのみならず、変化する環境の中で金融機関が安定的な資金供給を通

じて実体経済と企業の成長をサポートするなど、金融仲介機能を十全に発揮するた

めにも必要なことである。 

  各金融機関において強固なリスク管理の下で適切にリスクテイクが行われ、借手

企業に対する積極的な資金供給と、金融機関自らの財務の健全性の維持とが両立す

る状況を目指していくには、当局として、自らのリスク感応度を高めつつ、各金融

機関の自主的な取組みを促していくことが重要である。 

  そのためには、監督の基本的な姿勢として、マクロ経済・金融市場の動向と金融

仲介機能・銀行財務の健全性との間にある強い相関関係を認識し、リスクの集中状
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況や波及経路等を注視することを通じて、金融システム全体が持続的・安定的に発

展することが見込めるかというマクロ・プルーデンスの視点から分析・対応を継続

していくことが不可欠である。 

  なお、こうしたマクロ・プルーデンスの視点に基づく監督に際しては、個別金融

機関の合理的な行動が、総体として、経済全体に悪影響を生じさせる可能性（合成

の誤謬）についても留意する。 

 

 ① 注視すべきリスク分野 

・欧州における政府債務問題等の今後の動向や、中国などの新興国や米国等の経

済・金融動向等が、金融機関等に与える影響を適切に把握する。 

・金融機関の資産においては、国債など債券が引き続き大きな割合を占めている。 

こうした状況の下、日銀による量的・質的金融緩和等を受けた市場動向等を踏

まえ、今後の債券保有を含むポートフォリオ全体の運用方針を中長期的な視点

も踏まえつつ策定しているか、長期金利が上昇した場合や市場のボラティリテ

ィが上昇した場合の影響の分析を含めて、適切なリスク管理がなされているか、

また、損失吸収力としての自己資本を十分に拡充しているかなど、金融機関に

おけるリスク管理態勢について確認する。 

・また、住宅ローンに関して、その商品性や金融機関間の競争の高まり、市場動

向等に鑑み、延滞状況等の管理だけでなく、貸出金利の低下等により採算割れ

となっていないか確認するとともに、繰上返済の発生状況、与信時から一定期

間経過後にデフォルトが発生する特性等を勘案したリスク管理態勢がとられて

いるかについて確認する。 

・直接保有する株式等に関して、市場の変動に応じて発生し得る損益や自己資本

への影響を的確に把握し、リスクが顕在化した場合の財務面での耐性を含め適

切に管理しているかについて確認する。併せて、政策保有株式の削減の進捗状

況についても確認する。 

・不動産等向けの融資に関して、特に三大都市圏を中心に地価が従来の下落基調

から横ばい・上昇基調へ転換してきている中で、市場の動向にも十分配慮しつ

つ、融資期間の長短、ＬＴＶ（借り入れ等の負債金額を資産価値で割った負債

比率）の水準、地価変動の可能性などを適切に勘案した上で融資判断や融資条

件の決定等が行われているかについて確認する。 

・昨今、邦銀による海外進出が積極化していることや、金融機関にとって危機の

深刻化は流動性の逼迫という面から生じる可能性があることから、外貨等の流

動性リスクに関し、主要行等（本邦銀行の海外拠点、外国銀行の在日拠点を含

む。）において、適切な管理態勢が構築されているかについて確認する。特に、

グループ内の各社にまたがる流動性管理（国境をまたいだ本支店間の流動性管

理を含む。）や外貨流動性管理の適切性、必要な流動性資産の保有状況について、

日本銀行とも協力しつつ、確認する。 
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② リスク管理手法の改善 

   リスク管理手法としては、通常の経済資本モデルやＶaＲといったリスク量制

御手法のみならず、テール・リスクを適切に把握するためのストレステストにつ

いても、適切に行われ、経営において活用されるよう促していく。 

また、各金融機関のリスク特性や経営上の課題について、主要行等との深度あ

る双方向の議論を継続していく。 

 

③ 財務基盤の強化 

   自己資本は積極的なリスクテイクの基盤であるとともに市場の信認の基礎で

あることから、平成 25 年３月期より適用が開始された国際統一基準、平成 26 年

３月期から適用が開始される新たな国内基準を踏まえつつ、将来のストレスに対

する実質的な耐性を高める観点から、確実な収益の確保等を含めた自己資本の充

実に向けた取組みを促していく。 

 

（2）収益力強化の取組みを支えるリスク管理態勢の充実 

金融機関の収益力の強化は、現下の経済・金融環境やその先行きの不確実性を踏

まえれば、今後、金融機関が安定的に業務を継続していく上で、一層重要な経営課

題となっていくことが見込まれる。 

現在、主要行等では、アジアをはじめとした海外での業務の拡大や、預金・貸出・

決済などの伝統的な商業銀行業務以外の業務への展開を進め、収益力の強化に向け

て積極的な取組みを行っており、海外の金融機関等を合併・買収し、グループ・ベ

ースでのより効果的な収益機会の拡大を狙った事例なども認められるところであ

る。 

このような取組みと並行して、金融機関において、リスクを適切に管理する態勢

を構築することが重要である。すなわち、リスク管理を予防的・防衛的な観点から

のみ捉えるのではなく、金融機関の収益力の強化に向けた取組みを実質的に下支え

し、後押しするものとして、収益の管理と一体的にそのあり方を検討していくこと

が重要である。 

  上記を踏まえ、こうした収益力の強化の取組みに関する実態の把握を行うととも

に、それに伴うリスク管理のあり方を確認していく。例えば、海外現法を含めた海

外拠点における業務の拡大とその管理態勢（非日系与信も含めた与信リスクの管理

が適切になされているか、また、海外店・海外現法を含めた総合的なリスク管理態

勢が整備・高度化されているか等）について確認する。 

また、海外展開の強化と合わせて、外貨流動性についても、適切に管理されてい

るか確認する。その際、必要に応じ、海外当局との連携を図る。 

 

（3）大規模で複雑な業務を行う金融グループに対する深度ある監督 

  金融安定理事会（ＦＳＢ）等の国際的な議論も踏まえ、国内外で大規模で複雑な

業務を行っている金融グループについては、その経営状況の悪化等が金融システム

に与える影響が大きいこと等から、マクロ・プルーデンスの観点を踏まえつつ、日
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銀や海外当局等と密接に連携しながら、深度ある監督を行っていく必要がある。 

  特に、金融グループ内での相互連関性・依存性が高まり、グループ内の他の法人

におけるリスク（事務リスク、オペレーショナルリスク、レピュテーショナルリス

クなど幅広いリスクを含む。）が、グループ全体のリスクにつながる可能性が高ま

っていること等を踏まえ、グループ内の個別の金融機関のみならず、グループ全体

としての経営・リスク管理等の高度化を、持株会社が主導的役割を適切に果たしな

がら実施しているか、グループ内における持株会社の役割が明確になっているか等

について、以下の項目に重点を置きながら監督を行っていくこととする。 

なお、これらの項目は、Ｇ－ＳＩＢｓに選定された銀行グループのみならず、国

際的な議論等も踏まえつつ、他の大規模で複雑な業務を行う金融グループにおいて

も必要に応じて対応を求めていく。その際、各グループの業務や規模等、各グルー

プの特性を踏まえた上で監督を行う必要があることに留意する。 

  また、海外において導入が検討されている各種規制への現地法人等の対応状況や、

当該規制が本邦金融機関に与える影響等についても、随時確認していく。 

 

 ① グループガバナンスの強化 

   大規模で複雑な業務を行う金融グループ、特に多様なリスク特性を持った金融

機関が含まれる金融グループにおいては、持株会社が主体的な役割を果たしなが

ら、グループ全体のリスクを適切に把握・管理していく必要がある。 

   このため、例えば、経営陣によりグループ全体の経営方針等が明確化されてい

るか、グループ・ベースでの収益管理及びこれに伴う様々なグループ・ベースで

のリスク管理を高度化していく態勢が構築されているか、リスクアペタイトフレ

ームワーク（経営陣等がグループの経営戦略等を踏まえて進んで受け入れるリス

クの水準について対話・理解・評価するためのグループ内共通の枠組み）の構築

に向け、適切な取組みが進められているかについて確認する。 

   また、グループ内の業務部門、リスク管理部門・財務部門、内部監査部門が各々

適切に機能し、全体としてグループガバナンスを支える内部統制の向上に寄与す

るよう、適切な態勢整備を促していく。 

 

 ② バーゼル３等に対する対応 

   バーゼル３の段階的実施やＧ－ＳＩＢｓ等に対する追加的な資本賦課の導入

等を見据え、中長期的な視野に立った資本政策等の策定・態勢整備等を適切に進

めるよう求めていく。 

 

③ 再建・処理計画 

   Ｇ－ＳＩＢｓに選定された金融機関等については、再建計画の策定・改定を求

めていくとともに、当局においても平成 25 年６月に成立した改正預金保険法の

内容も踏まえつつ、処理計画策定に向けた取組みを引き続き進める。この際、再

建計画の策定・改定等を進める中で、通常時・危機時のグループ全体のリスク管

理の高度化を促していく。 
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   また、処理計画策定を進める中で、金融機関のグループ内外との相互連関性等

について、適切に把握するよう引き続き努めていくこととする。 

 

④ ストレステスト 

   通常のリスク管理手法では十分に把握できないリスクを適切に把握する観点

から、グループ全体を対象に、マクロ経済環境の悪化を想定したストレステスト

等を実施し、積極的に経営に活用することも重要である。特に、ストレステスト

の実施に当たって、ＰＤＣＡの観点から、グループ内でストレステストの結果を

分析し、継続的・持続的にモデルや統計的手法等の改善を行うための態勢整備を

求めていくこととする。 

   また、（１）①の注視すべきリスク分野に関して、必要に応じ、共通のシナリ

オに基づくストレステストの実施を求め、その結果等について確認を行うことと

する。 

 

⑤ 経営情報システム 

   上記①～④を含め、リスク管理を適切に実施していく上では、グループ一体で

のデータ集計能力の強化等を通じた経営情報システム（ＭＩＳ）の高度化が必要

不可欠である。また、マクロ・プルーデンスの観点から、Ｇ－ＳＩＢs に選定さ

れた金融グループについては、ＦＳＢで行われているデータギャッププロジェク

ト等へのデータ提供等も必要となる。このような観点から、Ｇ－ＳＩＢｓ等につ

いて、バーゼル委員会が公表した「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関

する諸原則」の実施に向けた取組状況の確認を含め、経営判断や当局への報告に

必要となる情報がグループ全体で迅速に集計・報告できるよう、システム整備等

に向けた計画の策定・実施を促していく。 

 

⑥ 法令等遵守態勢 

   大規模で複雑な業務を行う金融グループでは、グループ内の銀行及び証券会社

が連携した業務や、クロスボーダーの預金、決済、トレード・ファイナンス等の

トランザクション・バンキング業務など、グループ内の複数の金融機関が関与す

る形で様々なサービス提供を行っているが、これらの業務に関し、優越的地位の

濫用の防止、顧客情報管理、利益相反管理といった法令等遵守の態勢が適切に整

備され、機能しているかについて確認する。 

 

⑦ 人材管理 

   大規模で複雑な業務を行う金融グループが直面するリスクが複雑化している

ことを踏まえ、役員レベルを含め、リスク管理担当者や内部監査担当者の人材育

成や継続性の確保等を中長期的な視野に立って進めるよう求めていく。 

 

（４）新規参入銀行、外国銀行支店等に対する監督 

① 主要行等以外についても、例えば、新規参入した銀行や信託会社においては、
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法令遵守態勢等を構築しながら、参入時に期待されていた新しいビジネスモデル

の確立に取り組むことが重要である。他方、急激に業容を拡大している場合や参

入当時に想定していたビジネスモデルから乖離している場合には、その規模や足

元のビジネスモデルに見合ったリスク管理態勢等の構築を求めていく。 

② 外国銀行の本邦現地法人や外国銀行支店（「外国銀行支店等」という。）は、邦

銀にない新たなサービスの展開や、外国企業の日本国内における活動のサポート

など、我が国マーケットの多様な担い手として期待される一方、我が国の法令等

の及ばない外国の本店に直接・間接に従属し、本店の経営管理方法等によっては、

日本拠点内での統括管理関係が十分に機能しないおそれがある。したがって、日

本における拠点では、本店による適切な監督・支援を受けつつ、国内における内

部管理態勢や経営管理態勢を確立できる十分な権限と責任を与えられているこ

とが重要である。 

  また、外国支店の扱う預金は預金保険の対象とならないことなど顧客への的確

な情報提供を行うこと、グループ内の他の拠点への資金運用に過度に依存しない

ことなど、外国銀行支店等における顧客保護やリスク管理を徹底する必要がある。

こうした点を念頭に、国際的に行われている議論を踏まえ、外国銀行支店等の経

営管理、流動性管理をはじめとするリスク管理の在り方等について深度ある監督

を行う。その際は、国際的な金融機関を取り巻く情勢も踏まえ、監督カレッジの

枠組み等を通じた母国当局や外国の本店経営陣との意見交換も併せて行う。 

 

 

４.顧客保護と利用者利便の向上 

  金融機関における顧客保護・利用者利便の向上は、国民経済の健全な発展に資す

るだけでなく、金融機関に対する国民の信頼性向上を通じて、我が国金融システム

の安定に資するものである。 

  金融機関においては、経営陣が主導性を存分に発揮して、頑健な業務体制を構築

するとともに、顧客情報の厳格な管理、優越的地位の濫用の防止、利益相反の管理

等、顧客保護を徹底し、安心・信頼を確保することが重要である。特に、顧客保護

に関するコンプライアンスは、形式的に法令等を遵守するだけでは足りず、法令等

の趣旨・目的を十分に理解した上で、公共性が高く信頼性が求められる金融機関と

して、顧客や社会の求める水準を認識し、その期待に応えていくことが重要である。

そのためにも、まずは、顧客の属性（知識、経験、財産の状況、目的等）に照らし

て、販売・勧誘を行うことが適当な金融商品等であるかを的確に検討・判断し、金

融商品等の開発を行うことが必要である。その上で、金融商品等の販売・勧誘に際

し、顧客の属性に応じた適切な説明を行うとともに、顧客の目線に立ち、生活設計

やマネープランといった顧客の資産運用ニーズを真に踏まえた観点からコンサル

ティング機能を適切に発揮していくことが重要である。 

  また、販売後の顧客からの相談や苦情については、顧客の潜在的ニーズを掘り起

こす機会でもあると認識し、適切かつ積極的に対応することも必要である。 

  以上を踏まえ、金融機関による顧客保護・利用者利便の向上に向けた以下の取組
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みについて重点的に確認する。その際、各行の自主的な取組みを尊重し、インセン

ティブを重視する監督に努める。 

 

（１）業務の継続性の確保 

 ① システムの点検等 

   金融機関のコンピュータシステムは、決済システムの中核をなしており、社会

インフラとしての公共性が高く、仮に障害等が発生した場合、利用者利便を損な

うとともに社会的に大きな影響を与え、また金融機関としての信用失墜も招きか

ねないものである。 

  このため、各金融機関において、経営陣の積極的なリーダーシップの下、 

ⅰ）システム障害の未然防止や障害発生時の迅速な復旧対応が経営上の重要な課

題であることを経営陣が十分に認識し、そのための十分な態勢を構築している

か（例えば、システム関係に精通した要員を適切に配置するなどの態勢整備が

図られているか等）、 

ⅱ）システムの制限値を把握するなどシステムの処理能力に関する認識・評価を

的確に行い、システムの制限値を超えた場合のシステム面・事務面の対応を検

討しているか、 

ⅲ）現行システムに内在するリスクを継続的に洗い出し、その維持・改善のため

の投資を計画的に行っているか、 

ⅳ）現行システムの仕組み及び開発技術の継承並びに専門性を持った人材の育成

のための具体的な計画を策定し、実施しているか、 

ⅴ）外部委託しているシステムの内容を十分理解した上で、外部委託先との役割

分担・責任等をあらかじめ明確にするとともに、外部委託先も含めたモニタリ

ング態勢を構築しているか（外部委託先任せとせずに、例えば委託元として要

員を配置するなど必要な措置を講じているか） 

ⅵ）システムの更改・統合等に際して、経営陣がリスクを適切に認識し、プロジ

ェクト管理を適切に行っているか 

等について確認する。 

また、システム障害が発生した場合には、必要に応じて、外部委託先に対して

もヒアリング等を行い、システム障害の発生原因や再発防止策について確認する。 

 

② 業務継続体制の整備等 

・危機発生時に、必要最低限の業務が継続できるように、 

ⅰ）地震等の自然災害や新型インフルエンザ、大規模停電等をはじめ、主要な

リスクを十分想定した業務継続体制を整備しているか、 

ⅱ）これまでの大規模な自然災害やシステム障害の経験、中央防災会議等の検

討結果を踏まえ、業務継続計画の見直しを行っているか、 

等について確認する。 

・システムセンター等の重要拠点に関して、業務の継続性に問題がないかについ

て確認する。具体的には、ＢＣＰの策定状況、自家発電・バックアップセンタ
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ーの設置状況、ＢＣＰの実効性を担保するための訓練実施状況に関して、各金

融機関において、外部委託先も含めて、必要に応じ点検を行っているかについ

て確認する。 

・また、インターネットバンキングを行う金融機関において、有事の際における

業務継続体制が十分であるか確認する。特に、インターネット専業銀行に関し

ては、有人店舗が少ないという特性を踏まえ、バックアップシステムへの切替

中において店頭受け払いや為替送金等を他の金融機関等で実施できるよう必

要な手続が定められているかについて確認する。 

・さらに、サイバー攻撃に対するセキュリティ対策を講じているか、攻撃を受け

た際に被害を極小化する等の緊急時態勢を構築しているか、監視・報告態勢を

構築しているか等について確認する。 

 

（２）情報セキュリティ管理の徹底等 

顧客情報は金融取引の基礎をなすものであり、個人情報保護の観点からも、そ 

の厳格な管理を徹底する必要がある。また、法人関係情報の管理についても、市場

の透明性・公正性に対する信頼を向上させるため、厳格に行う必要がある。こうし

た観点から、情報セキュリティ管理等に係る内部管理態勢の適切な整備や、役職員

による不正行為（情報漏えい・インサイダー取引等）の防止に向けた職業倫理の強

化や法令遵守意識の涵養等に関する取組みを強く促していく。特に、子会社・兄弟

会社や信託部門等も含め、不正行為の防止に向けて十分な内部管理態勢が構築され

ているかについて確認する。 

また、ファイアー・ウォール規制の見直し後、金融機関による自主的な利益相 

反管理態勢の整備を促すプリンシプル・ベースの枠組みを構築したところであるが、

これに関して顧客利便の向上と利益相反の防止等の両立に向けて的確な対応が図

られているかについて確認する。 

 

（３）指標金利の信頼性・透明性の維持・向上 

昨今、ＬＩＢＯＲの不正操作問題に国際的な注目が集まっているが、金融市場 

における重要な指標の信頼性を損なうことがあってはならない。指標金利の呈示に

係る金融機関にあっては、銀行業務の公共性を自覚し、公正性・透明性の確保に十

分留意することが重要であり、これまでに引き続き、呈示等に係る各金融機関の内

部管理態勢について確認する。また、国際的な議論の動向等も踏まえ、ＴＩＢＯＲ

の運営機関である全国銀行協会において、指標金利の信頼性・透明性の維持・向上

に向けた検討が的確に行われているかについても確認する。 

 

（４）身体障がい者等に配慮した態勢の整備等 

各金融機関に対し、身体障がい者や高齢者も、金融機関の窓口やＡＴＭを通じ 

て、安心して金融サービスを容易に利用できる施設・態勢を整備するよう強く促し

ていく。また、身体障がい者への対応に関しては、金融機関において身体障がい者

の立場に立ったきめ細かな対応がなされるように、社内外の研修・講習会への職員
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の参加等について積極的な取組みを促していく。 

 

（５）リスク性商品の販売態勢等の充実 

投資信託、仕組み債及びデリバティブ（為替デリバティブ商品を含む。）等のリ 

スク性商品の販売や保険募集については、以下の点に留意して監督を行う。特に、

預金を取り扱う銀行においては、元本の安全性を重視する顧客を抱えている点を十

分踏まえ、これらの事項は、例示した商品に限らず、元本割れのリスクのある商品

の開発・勧誘・販売について広く対象とすることに留意する。また、高齢の顧客に

ついては、商品性・リスク特性に関する顧客の理解が確保されるためのきめ細かな

取組みを進めるとともに、商品販売後においても丁寧にフォローアップを行い、顧

客の投資判断能力の変化を適切に把握することが重要であることに留意する。 

為替デリバティブ商品に関しては、過去のトラブル事例なども踏まえ、適切な 

商品の販売が行われているかについて確認する。また、商品販売時に、最悪の事態

を想定した損失を説明することはもとより、顧客からの苦情・相談にも丁寧かつ適

切に対応しているかについて確認する。 

また、昨事務年度に引き続き、本事務年度も、金融機関が、①どのような経営 

方針の下で、どのような金融商品・サービスをどのような属性の顧客に提供しよう

としているか、②短期的な利益追求や利益相反などにより、歪んだインセンティブ

に動機付けられていないか、③経営方針が営業現場で徹底されているかを経営陣を

含め内部でチェックする態勢が整備されているか、についても注意を払うとともに、

必要に応じ、警察当局や消費者庁とも協力していく。 

 

① 投資信託・仕組み債・デリバティブ・保険商品等の販売態勢等 

不招請勧誘規制の法令遵守状況を含め、それぞれの顧客の属性に配慮した勧

誘・説明態勢となっているかについて、勧誘・説明態勢に係る監督指針も踏まえ

つつ、重点的に確認する。 

 ⅰ）開発・勧誘・販売する商品の特性、複雑性及びリスクの所在に応じて、販売

が適当な対象顧客を分類するなど、適切な販売のための事前検討を行うとと

もに、販売後であっても、顧客からの苦情やリスク変動の状況等を踏まえて、

販売対象の顧客の分類を変更するなど、適時適切に販売戦略の再検討がなさ

れているか。 

ⅱ）リスクの所在や特性等に関し、顧客が的確な判断を行い得るよう、顧客の知

識、経験、財産の状況、投資目的等に照らして、それぞれの顧客にとって適

切で分かりやすい資料を提供するなど、適切な説明を行っているか（特に、

商品特性や価格の変動要因等に係るリスク特性、販売・解約等に当たっての

手数料、信託報酬をはじめとする費用、分配金の一部又は全部に元本の取り

崩しが含まれている場合があること等、顧客の投資判断に影響を及ぼす事項

について適切な説明を行っているか。また、投資信託の乗換えに当たっては、

これらの説明を丁寧に行い、顧客にとって不必要な乗換えとならないよう留

意しているか）。 
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ⅲ）特に、高齢の顧客については、これまでの投資経験が十分であったとしても、

顧客の立場になってこまめに相談に乗るとともに、商品性・リスク特性につ

いて顧客の理解が確保されるためのきめ細かな取組みやトラブルの未然防

止・早期発見に資する取組みを、勧誘開始時、受注、約定連絡、約定後のモ

ニタリングの各段階において、対面、電話、店頭といった各販売チャネル毎

に行っているか。 

ⅳ）顧客が説明内容を理解したかどうかを確認するチェックシートを必要に応じ

作成・徴求しているか。 

ⅴ）注意喚起文書を配布しているか。 

ⅵ）営業部員や役職員の給与・賞与体系が短期的な収益獲得に過度に連動した成

果主義に偏重していないか。 

ⅶ）手数料収益の獲得に傾注した営業体制や商品構成になっていないか。 

ⅷ）優越的地位の濫用や預金との誤認等の弊害防止に向けた措置が行われている

か。 

ⅸ）投資信託等のトータルリターンの通知制度に関し、日本証券業協会等におけ

る自主規制規則の改正を踏まえ、システム対応など同制度導入に向けた態勢

整備に取り組んでいるか。 

 

② 少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の販売態勢等 
平成 26 年１月から導入される少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）は、幅広い家計

に国内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会を提供し、特に、

老後の備えや教育資金など国民の自助努力（資産形成）を本格的に支援する制度

として期待されるが、銀行の顧客は預金者が中心であって、投資知識・経験が浅

い顧客の利用が予想されることから、ＮＩＳＡを利用する顧客に対する説明態勢

の整備や、制度の趣旨を踏まえた金融商品等の提供に関し、本年８月に改正した

監督指針を踏まえた運用がなされているかについて確認する。 

 

③ 年金基金等の法人顧客に対する販売態勢等 

以上の金融商品・サービスの開発・販売・勧誘は、個人顧客のみならず、法人

顧客に関しても、金融機関と顧客との間に金融商品に対する知識・理解力に差が

あること等を踏まえ、各金融機関において、法人顧客の属性に応じ、適切な販売

戦略の策定・見直し、販売・勧誘時における顧客への説明、市場環境の変化等も

踏まえた事後的なフォローアップ等がなされているか、実態について確認する。 

とりわけ厚生年金基金からの年金信託については、信託銀行において、ＡＩＪ

事案を踏まえた資産運用規制の見直しに沿った対応が行われているか、監督指針

等に基づき重点的に確認する。 
 

（６）相談・苦情処理態勢の充実 

顧客からの金融商品・サービスへの信認を確保し、顧客ニーズを積極的に業務運

営に生かしていく上で、相談・苦情等に対する主体的で適時適切な対応は極めて重
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要である。こうした観点から、適切な窓口の整備、相談・苦情等の原因分析、社内

における情報共有、再発防止策の策定・周知、その実施状況のフォローアップ等が、

経営陣が関与する形で適切に行われるよう内部管理態勢が整備されているかにつ

いて確認する。 

また、金融ＡＤＲ制度において、ⅰ）金融機関が必要な情報を積極的に開示する

など、迅速な紛争解決に向けて誠実な対応がとられているか、ⅱ）全国で利用しや

すい態勢が整備されているか、ⅲ）顧客から相談等があったときに必要に応じてＡ

ＤＲを紹介しているか、ⅳ）特に当事者間の話合いでは顧客の納得が得られない場

合や、損害賠償金額の確定が困難である場合には、改めてＡＤＲの説明を行ってい

るか、等について確認する。 

 

（７）金融機能の不正利用の防止 

利用者の安心の確保に向けて、金融機能が不正に利用されることを防ぐとともに、

被害者への的確な対応を行う態勢が整備されているか、以下の点について確認する。

その際、本人確認を適切に実施する態勢や、不正の疑いが強い取引を検出して口座

を凍結する等の適切な対処を行うためのシステム整備や管理態勢についても確認

する。 

① 振り込め詐欺など他人の財産を害する犯罪の撲滅に向けた対策に努めている

か。被害者の財産的被害の迅速な回復を行う観点から、引き続き振り込め詐欺救

済法に沿って、犯罪利用預金口座等に係る取引の停止や、当該口座に残された資

金についての被害が疑われる者への情報提供やその後の分配等の被害者救済対

応を的確に行っているか。 

② 偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳、インターネットバンキングを用いた

不正な預金の払出しを防止する対策に努めているか。預貯金者保護法や銀行業界

内の申合せに沿った被害者への補償を的確に行っているか。平成 24 年５月に不

正アクセス禁止法が改正され、不正アクセス行為の罰則が強化されたこと等も踏

まえつつ、各種のサイバー攻撃等に対応するため、例えば、警察との間で犯罪防

止協定を締結するなど、警察との連携強化が図られているか。特に、インターネ

ットバンキングについては、不正送金事案が本年に入り急増していることを踏ま

え、例えば、可変式パスワードや電子証明書といった、固定式のＩＤ・パスワー

ドのみに頼らない認証方式の導入を図るなど、顧客保護のための十分なセキュリ

ティ対策を講じているか。 

③ マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止に向けて、平成 25 年４月に改

正犯収法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）が施行されたことを踏まえ、

取引時確認や確認記録・取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等を適切に

実施するための態勢が整備されているか。なお、法人顧客から新規口座開設の申

し込みがあった際の取引時確認については、犯収法第４条第２項に規定されてい

る一定の場合には追加の確認を行うなど必要な対応が求められるが、そのような

事情が認められない場合には、同条第１項及び主務省令で規定されている書類の

いずれかが確認できれば足りるとするなど、顧客の利便性にも配慮した適切な対
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応を行うことに留意する。 

さらに、マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止に対して金融機関が組

織的に取り組むため、関係部門間での横断的な協力態勢や、情報を共有する態勢

が整備されているか。 

④ 反社会的勢力から、金融機関や役職員のみならず、顧客等の様々なステークホ

ルダーが被害を受けることを防止するため、経営陣を含めた組織全体で、反社会

的勢力を金融取引から排除するとの強い意識を持って、反社会的勢力との関係遮

断に向けた態勢整備等の適切な取組みを行っているか。また、子会社・兄弟会社

や、信託兼営銀行における不動産部門など、金融業務以外を行う会社・部門にお

いても、銀行と同様の取組みが行われるよう、グループ単位での内部管理態勢が

構築されているか。 

    （以 上） 


